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見附市における人事行政の運営等の状況について 

 

地方公務員法の規定により、地方公共団体の職員の任用、給与、服務や

勤務条件など人事行政の運営等の状況について、その公平性と透明性を高

めるために、公表することが義務付けられています。  

見附市においても、「見附市人事行政の運営等の状況の公表に関する条

例」に基づき、令和６年度の人事行政の運営等の状況を次のとおり公表し

ます。 

見附市長  稲  田   亮  

 

１ 職員の任免及び職員数に関する状況 

 (1) 職種別採用者数           (単位：人) 

区 分 

令和６年度 令和７年度 

４月１日 

採用者数 

４月１日 

採用者数 

試験 選考 試験 選考 

一般事務職員 １３ １※ ９ ２※ 

保育士 １  ３  

消防職員 ６  ２  

保健師 １  ２  

助産師   １  

医師   ３  

看護師 ４  ３  

介護福祉士 ２  １  

計 ２７ １ ２４ ２ 

      ※県教育委員会・中越福祉事務組合から転任 

 

 (2) 令和６年度事由別退職者数      (単位：人) 

事  由 退職者数 

定年退職 ８ 

勧奨退職 ２ 

自己都合退職 １８ 

任期満了 １ 

県教育委員会・中越福祉事務組合へ転任 ２ 

       計 ３１ 
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(3) 職員数の状況                  (単位：人) 

区 分 男 女 計 

令和６年４月１日現在 ２５５ ２３５ ４９０ 

令和７年４月１日現在 ２４４ ２４３ ４８７ 

対前年増減数 △１１   ８ △３ 

 

(4) 部門別職員数の状況           （各年４月１日現在） 

区 分  
部 門  

職  員  数  対前年  
増減数  令和６年  令和７年  

普
通
会
計
部
門  

一
般
行
政
部
門 

議  会  
総務企画  
税  務  
民  生  
衛  生  
労  働  
農林水産  
商  工  
土  木  

４  
７６  
１７  
５４  
１８  

０  
１１  
１３  
２２  

４  
７０  
１７  
５３  
１８  

０  
１０  
１４  
２３  

０  
△６  

０  
△１  

０  
０  

△１  
１  
１  

計  ２１５  ２０９  △６  

教育部門  
消防部門  

３０  
５８  

３１  
５８  

１  
０  

小  計  ３０３  ２９８  △５  

 
 

会
計
部
門 

公
営
企
業
等 

病  院  
水  道  
下  水  道  
そ  の  他  

１４６  
１４  
１１  
１６  

１５０  
１３  

９  
１７  

４  
△１  
△２  

１  

小  計  １８７  １８９  ２  

合  計  
４９０  ４８７  △３  

[５３４] [５３４]  

（注）１ 職員数は一般職に属する職員数です。 

  ２ [     ]内は、条例定数の合計です。 

 

２ 職員の人事評価の状況 

(1) 人事考課制度の状況（令和６年度） 

考課の種類 

（対象者数） 
評価基準日 

評定結果 

５ ４ ３.５ ３ ２ １ 

能力（４６８人） 令和６年１２月１日 0.0% 9.8% 25.9% 62.2% 2.1% 0.0% 

業績（４６６人） 令和７年３月１日 0.0% 23.4% ― 74.9% 1.7% 0.0% 
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３ 職員の給与の状況 

(1) 給料等の状況                   （各年度４月１日現在） 

区 分 
令和６年度 令和７年度 

平均給料月額 平均年齢 平均給料月額 平均年齢 

一般行政職 313,142 円 42.2 歳 326,663 円 42.3 歳 

技能労務職 303,667 円 56.2 歳 311,200 円 58.2 歳 

 

(2) 初任給の状況                     （各年度４月１日現在） 

区  分 

令和６年度 令和７年度 

初任給 
採用２年経過日 

給料月額 
初任給 

採用２年経過日 

給料月額 

一般行政職 
大学卒 196,200 円 206,600 円 220,000 円 228,900 円 

高校卒 166,600 円 174,900 円 188,000 円 199,400 円 

技能労務職 高校卒 159,500 円 167,900 円 185,700 円 197,400 円 

※初任給は、学校卒業後すぐに採用された場合の月額です。 

 

(3) 手当の状況 

・期末勤勉手当 

1 人当たり平均支給額（令和６年度決算） 

                 １４９万４，７３９円 

 令和６年度支給割合 [ ]は再任用職員  

  期末手当           勤勉手当  

  ２．５０月分[１．３７５月分] ２．１０月分[１．０２５月分] 

 加算措置の状況 

職制上の段階、職務の級等による加算措置・役職加算 

５％～１５％ 

 

・特殊勤務手当（令和６年４月１日現在） 

 支給実績（令和６年度決算・病院事業会計は除く） ３，３５１千円 

 支給職員１人当たり平均支給年額 

（令和６年度決算・病院事業会計は除く） 
５０，７７０円 

 職員全体に占める手当支給職員の割合 

（令和６年度・病院事業会計は除く） 
１８．３％ 

 手当の種類（手当数） １５ 

手当の名称 主な支給対象職員 
左記職員に対する 

支給単価 

徴収手当 訪問徴収事務従事者 日額 ３００円

防疫作業手当 伝染病防疫作業又は散布従事者 日額 ３００円

行路死病人手当 行路死病人の取扱作業従事者 日額 ２，５００円

廃棄物作業手当 

廃棄物収集処理作業従事者 日額 ４００円

犬猫等の死体処理作業 １回 ２００円
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手当の名称 主な支給対象職員 
左記職員に対する 

支給単価 

消防手当 消防署勤務職員 月額 ３，５００円

救急出動手当 救急業務に出動した職員 １回 １５０円

道 路 上 ・ 特 殊 現 場

作業手当 

道路維持修繕・除雪、著しく危険な遺跡発掘

作業 
日額 ３００円

夜間看護等手当 
正規の勤務時間の一部又は全部が深夜におい

て行われる業務に従事した病院等勤務職員 
１回 

6ｈ～  7,300 円  

4～ 6ｈ 3,550 円 

2～ 4ｈ 3,100 円 

2ｈ未満 2,150 円  

診療手当 診療業務に従事する医師 月額 

①職区分 

150,000～ 

  270,000 円 

②経験区分 

50,000～ 

  130,000 円 

緊急出動手当 
勤務時間外に緊急業務で呼出された病院等勤

務職員 
１回 

５００円

深夜 １，０００円

待機手当 
正規の勤務時間外に緊急業務に対応するため

に待機を命ぜられた病院等勤務職員 
１回 ２，９００円

道 路 上 ・ 特 殊 現 場

作業手当 

道路埋設物の維持修繕に従事した上下水道局

職員 
日額 ３００円

保安手当 
水道工作物の保安確保のための自宅待機を命

ぜられた上下水道局職員 
１回 

１，２００円 

深夜 １，０００円

選任技術者手当 
電気主任技術者として選任された上下水道局

職員 
月額 １，５００円

徴 収 ・ 滞 納 整 理 手

当 

未納の水道使用料の訪問徴収、滞納者の使用

停止作業に従事した上下水道局職員 
日額 ３００円

 

・時間外勤務手当 

令和６年度決算 
支給実績 174,826 千円

職員１人当たり平均支給年額 428,495 円

令和５年度決算 
支給実績 189,550 千円

職員１人当たり平均支給年額 472,694 円
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 ・その他の主な手当（令和６年４月１日現在） 

手当名 内容及び支給単価 

扶養手当 

・配偶者                 月額  6,500 円  

・配偶者以外の扶養親族       子   :月額  10,000 円  

父母等 :月額   6,500 円  

・満 16 歳の年度初から満 22 歳の年度末までの子に加算  月額 5,000 円  

住居手当 

・借家、借間 

月額 16,000 円を超える家賃を支払っている職員に対し、負担している家賃額

に応じて最高 28,000 円まで支給 

通勤手当 

・交通機関利用者（電車 ･バス利用者） 

 負担している運賃の額に応じて月額最高 55,000 円まで支給 

・交通用具使用者 (自動車等使用者） 

 片道の通勤距離に応じて月額 2,000 円から最高 31,600 円まで支給 

 

４ 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況 

(1) 勤務時間、休憩・休息時間の状況        （令和６年４月１日現在） 

区 分 
勤務時間 

休憩・休息時間 
始業時刻 終業時刻 

一般行政職 午前８時３０分 午後５時１５分 
休憩時間 

午後０時 ～ 午後１時 

 

(2) 休暇の取得状況（令和６年１月１日～令和６年１２月３１日） 

 

 

(3) 休暇の種類（令和６年４月１日現在） 

種  類 取得可能期間等 

年次有給休暇 １年につき２０日付与（翌年に２０日を限度に繰越） 

療養休暇 
療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められ

る最小限度の期間 

特 

別 

休 

暇 

①選挙権等行使 その都度必要とする期間 

②証人等としての出頭 その都度必要とする期間 

③産前休暇 
出産予定日まで６週間（８週間まで延長可） 

（多胎妊娠は１４週間） 

④妊産婦の健診休暇 法定健診時等に必要な期間 

⑤妊婦の通勤緩和措置 １日につき１時間を超えない範囲で必要とする時間 

⑥産後休暇 出産日の翌日から８週間 

⑦生理休暇 連続する２日以内で必要とする期間 

⑧保育時間 子が１歳に達するまで１日２回各３０分 

種 類 取 得 実 績 

年 次 休 暇 平均１１．１日 

療 養 休 暇 取得件数５７件・平均２６．９日 

介 護 休 暇 取得件数０件 
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種  類 取得可能期間等 

⑨骨髄ドナー休暇 その都度必要とする期間 

⑩ボランティア休暇 １年につき５日の範囲内で必要とする期間 

⑪結婚休暇 連続する５日以内で必要とする期間 

⑫配偶者出産休暇 配偶者の出産に際し２日以内で必要な期間 

⑬育児参加休暇 配偶者の出産に伴い５日以内で必要な期間 

⑭子の看護休暇 
中学校就学の始期に達するまでの子の看護に伴い１

年につき５日以内（子が２人以上の場合は１０日） 

⑮短期介護休暇 
親族の介護に伴い１年につき５日以内（要介護者が

２人以上の場合は１０日） 

⑯忌引休暇 親族に応じた日数で１０日まで 

⑰父母の法要 １日（父母の死後１５年まで） 

⑱夏季休暇 ６月から１０月までの間において、５日間 

⑲天災被災住居復旧 被災住居の復旧に際し、７日間まで 

⑳災害時の通勤障害 出退勤途上の危険回避に際し、必要とする期間 

㉑不妊治療休暇 １年につき５日以内（特別な治療の場合は１０日） 

介護休暇 
親族を介護する職員に、連続する２週間以上６月以内

の期間 

介護時間 
親族を介護する職員に、連続する３年以内で１日につ

き２時間以内 

組合休暇 
登録職員団体の業務に従事する場合に、１年につき３

０日以内 

育児休業 

育児休業 子の３歳の誕生日の前日まで 

部分休業 
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合

で、１日２時間を超えない範囲内で必要とされる時間 

育児短時間勤務 

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する場合

で、１週間のうち週１９時間２５分から２４時間３５

分までの範囲内で勤務 

自己啓発等休業 

大学等における課程の履修または国際貢献活動のため

の休業 

 ①大学等における課程の履修   ２年 

 ②大学院における課程の履修   ３年 

③国際貢献活動を行う場合    ３年 

 

５ 職員の休業に関する状況 

(1) 育児休業等の取得状況 

種  類 取 得 実 績 

育児休業 

令和５年度以前からの継続取得 取得件数 １０件（男 ０人・女１０人） 

令和６年度新規取得 取得件数 １４件（男 ５人・女 ９人） 

部 分 休 業 取得件数 １７件（男 １人・女１６人） 

育児短時間勤務 取得件数  １件（男 ０人・女 １人） 
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６ 職員の分限及び懲戒処分の状況（令和６年度） 

(1) 分限処分の件数及び処分事由 

休職 ９人（心身の故障） 

(2) 懲戒処分の件数及び処分事由 

０人 

 

７ 職員の服務の状況（令和６年度） 

(1) 営利企業等の従事許可の事由別人数 

営利企業の従事許可人数 のべ２２人 

 

８ 職員の退職管理の状況 

見附市職員の退職管理に関する規則を制定し、退職管理に必要な事項を定めている。 

 

９ 職員の研修の状況（令和６年度） 

・新潟県自治研修所主催研修 

研 修 名 日数 回数 受講者数 

主任研修 ２日 ６回 １４人  

主査研修 １日 ５回 １０人  

係長研修 ２日 ２回 ７人  

課長補佐級研修 ２日 ４回 ８人  

課長級研修 ２日 １回 ３人  

会社法入門 １日 １回 １人  

 

・市町村総合事務組合主催研修 

研 修 名 日数 回数 受講者数 

新採用職員研修 ４日 １回 ８人  

一般職員研修第１部 ３日 ２回 ３人  

一般職員研修第２部 ３日 ２回 １０人  

人事評価基礎研修 １日 １回 １人  

財務事務基礎研修 ２日 １回 １人  

徴収事務基礎研修 ２日 １回 ２人  

固定資産税事務基礎研修（課税） １日 １回 １人  

ＯＪＴ基礎研修 ２日 １回 １人  

法制執務研修 ３日 １回 １人  

税務事務基礎研修 ３日 １回 ３人  

契約事務基礎研修 ２日 １回 １人  

ハラスメント防止研修 １日 １回 ３人  

固定資産税事務基礎研修（家屋評価

（木造中心）） 
２日 １回 １人  

クレーム対応力向上研修 ２日 １回 ２人  

データ活用力向上研修 １日 １回 １人  
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研 修 名 日数 回数 受講者数 

民法基礎研修（総則、物権、債権、

家族） 
３日 １回 ３人  

説明力向上研修 １日 １回 １人  

市町村民税事務基礎研修（個人） ２日 １回 ２人  

マニュアル作成研修 １日 １回 １人  

 

 ・新潟県主催研修 

研 修 名 日数 回数 受講者数 

政策形成研修 ５日 １回 １人  

 

・市独自研修及びその他の研修          ※会計年度任用職員を含む 

研 修 名 日数 回数 受講者数 

新採用職員研修（第１回～第４回） ４日 ４回 ７０人  

係長研修 ０．５日 １回 １５人  

会計年度任用職員研修 ０．５日 ７回 １９８人  

見附未来検討ＷＧ ３日 １回 ８人  

認知症フォーラム ０．５日 １回 ６人  

人権講演会 ０．５日 １回 ３４人  

新人社員合同研修会 ０．５日 １回 ４人  

業務改善研修 ０．５日 １回 ２１人  

人事考課・地方自治法研修会 ０．５日 １回 ２５人  

人事考課者研修 ０．５日 １回 ２０人  

アサーティブコミュニケーション研

修 
０．５日 ２回 ７０人  

こころの健康づくり研修会 ０．５日 １回 ３８人  

認知症サポーター養成講座 ０．５日 １回 ２８人  

自治体財政研修会 ０．５日 １回 ５４人  

 

１０ 職員の福祉及び利益の保護の状況（令和６年度） 

(1) 健康診断の実施状況（病院職員除く） 

区分 受診者数 

市職員定期健診 １８１人 

人間ドック(共済組合) １２８人 

 

(2) 公務災害及び通勤災害の発生件数 

区分 災害件数 

公務災害 １２件 

通勤災害  ０件 
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１１ 公平委員会の業務の状況（令和６年度） 

 (1) 勤務条件に関する措置の要求の状況    要求件数 ０件 

 (2) 不利益処分についての審査請求の状況   請求件数 ０件 


